
令和 2 年 7 月 6 日 

ご利用者各位 

ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふじの花荘 

短期入所生活介護ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰふじの花荘 
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訪問ﾍﾙﾌﾟｻｰﾋﾞｽふじの花荘 

 

県外往来時のサービス利用制限の延長について 

（お願い） 

 

時下、皆様益々ご清祥のことと存じ上げます。この度の新型コロナウイルス

感染症予防への対応につきましては、ご利用者、ご家族の皆様には多大なるご

理解、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。 

さて、当法人における在宅サービスについて、現在、東京都・神奈川県・千

葉県・埼玉県、北海道への往来をした家族等がいる場合、ご利用を控えて頂

くようお願いしており今週末に解除予定でありました。しかしながら、報道

等にありますように、7 月 4 日山形県内で新型コロナウイルス感染事例が発表と

なりましたことを受け、下記のとおり、当面、現在の利用制限を延長させて

いただきます。 

ご利用者、ご家族の皆様におかれましては、たびたびのお願いとなり恐縮で

すが、何卒ご理解、ご協力をいだきたく、よろしくお願いいたします。 

 

 

 

当面、一部地域（東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県、北海道）の

往来をした家族等がいる場合、接触から２週間程度サービス利用を

控えていただきます。 

 

 

なお、ご不明な点がありましたら事業所職員にお気軽にお尋ねください。 

 


